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○新座市放課後児童保育室条例施行規則 

平成８年２月９日 

規則第１号 

改正 平成１２年３月２７日規則第６号 

平成１２年９月２９日規則第４４号 

平成１５年３月３１日規則第１７号 

平成１６年１月２１日規則第２号 

平成１６年３月３０日規則第１３号 

平成１６年９月３０日規則第２７号 

平成１７年１０月６日規則第４９号 

平成２１年３月３１日規則第１６号 

平成２３年３月２９日規則第７号 

平成２５年１月８日規則第１号 

平成２５年３月２９日規則第２５号 

平成２８年３月３１日規則第６号 

平成２９年１月２０日規則第１号 

平成２９年８月１８日規則第３９号 

平成２９年１２月２０日規則第４５号 

令和２年３月１７日規則第５号 

令和２年３月２３日規則第６号 

令和３年３月２６日規則第１７号 

令和３年９月２７日規則第４１号 

令和４年３月２５日規則第１１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、新座市放課後児童保育室条例（平成７年新座市条例第３１

号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象児童及び定員） 

第２条 新座市放課後児童保育室（以下「保育室」という。）に入室できる対象

児童は、小学校第１学年から第４学年までとする。ただし、市長が特に必要と

認めるときは、この限りでない。 
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２ 保育室の定員は、別表のとおりとする。 

（保育を行う者の配置基準） 

第３条 条例第８条に規定する児童の保育を行う者の配置基準は、児童４０人に

つき２人とし、４０人を超える場合２０人まで増すごとに１人増員する。ただ

し、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（平１２規則４４・平１７規則４９・一部改正） 

（入室の申請等） 

第４条 条例第５条の規定により児童を入室させようとする保護者は、新座市放

課後児童保育室入室申請書に、所得を確認できる書類その他市長が必要と認め

る書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

（平１７規則４９・平２５規則１・令４規則１１・一部改正） 

（入室の決定） 

第５条 前条の申請を受けたときは、速やかに世帯の状況等を調査し、入室の可

否を決定し、新座市放課後児童保育室入室決定・申請却下通知書により、その

旨を保護者に通知するものとする。 

（平２５規則１・令４規則１１・一部改正） 

（入室の解除） 

第６条 条例第６条の規定により入室を解除するときは、新座市放課後児童保育

室入室解除通知書により保護者に通知するものとする。 

２ 前項の解除の通知を受けた保護者は、速やかに児童を退室させなければなら

ない。 

（平１２規則６・平１７規則４９・一部改正） 

（入室の期間） 

第７条 入室の期間は、４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（平１２規則６・一部改正） 

（休日） 

第８条 保育室の休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と

認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休日を定めること

ができる。 

(1) 日曜日 
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(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3) １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

（平１７規則４９・一部改正） 

（学校の休業日の保育時間） 

第９条 条例第７条第２項の規定による学校の休業日の保育時間は、午前８時か

ら午後７時（土曜日にあっては、午後６時）までとする。ただし、学校の行事

その他特別の事情があるときは、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更

することができる。 

（平１７規則４９・平２５規則１・令４規則１１・一部改正） 

（保育料の決定） 

第１０条 条例第９条に規定する保育料の額を決定し、又は変更したときは、新

座市放課後児童保育室保育料決定（変更）通知書により、その旨を保護者に通

知するものとする。 

（令３規則４１・追加） 

（保育料の納付） 

第１１条 条例第１０条の規定による保育料の納付は、口座振替又は納付書によ

るものとする。 

（平１７規則４９・旧第１１条繰上・一部改正、平２５規則１・一部改

正、令３規則４１・旧第１０条繰下・一部改正、令４規則１１・一部改

正） 

（保育料の減免申請等） 

第１２条 条例第１１条の規定による保育料の減額又は免除は、保護者が次の各

号のいずれかに該当する場合に、行うものとする。 

(1) 地震、風水害等により著しい損害を被った場合であって、生計の維持が困

難と認められるとき。 

(2) 生計中心者又は家族が欠け、又は疾病にかかり、若しくは負傷した場合で

あって、生計の維持が困難と認められるとき。 

(3) 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウ

イルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に

伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症
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をいう。）による臨時の休室等により保育の提供がなされない児童の保護者

である場合 

２ 前項の規定により、保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、新座

市放課後児童保育室保育料減額・免除申請書を市長に提出しなければならない。 

３ 前項の申請を受けたときは、減額又は免除の可否を決定し、新座市放課後児

童保育室保育料減額・免除決定（申請却下）通知書により保護者に通知するも

のとする。 

４ 保育料の減額又は免除を受けている者は、当該減免又は免除の事由がやんだ

ときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

（平１７規則４９・旧第１２条繰上・一部改正、平２５規則２５・令２

規則６・令３規則１７・一部改正、令３規則４１・旧第１１条繰下・一

部改正） 

（帳簿の備付け） 

第１３条 保育室に、次の帳簿を備える。 

(1) 保育日誌 

(2) 児童台帳 

(3) 出席簿 

(4) 備品台帳 

(5) その他必要な帳簿 

（平１７規則４９・旧第１３条繰上、令３規則４１・旧第１２条繰下） 

（委任） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、様式の作成その他の保育室の管理に関

し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。 

（平１７規則４９・旧第１４条繰上、平２１規則１６・平２９規則４５・

一部改正、令３規則４１・旧第１３条繰下） 

附 則 

１ この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

２ 保育室の入室に関する事務は、この条例の施行前においても行うことができ

る。 

（平１２規則６・一部改正） 
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附 則（平成１２年規則第６号） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年規則第４４号） 

この規則は、平成１２年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１５年規則第１７号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年規則第２号） 

この規則は、平成１６年３月１日から施行する。 

附 則（平成１６年規則第１３号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年規則第２７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年規則第４９号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年規則第１６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年規則第７号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年規則第１号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、別表の改正規定は、

公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年規則第２５号） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の新座市放課後児童保育室条例施行規則第１１条第１項の規定は、こ

の規則の施行の日以後に生じた保育料の減額又は免除の申請について適用し、

同日前に生じた保育料の減額又は免除の申請については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年規則第６号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年規則第１号） 
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この規則は、平成２９年２月１日から施行する。 

附 則（平成２９年規則第３９号） 

この規則中別表野寺放課後児童保育室の項の改正規定は平成２９年８月２１日

から、同表石神放課後児童保育室の項の改正規定は同月２８日から施行する。 

附 則（平成２９年規則第４５号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年１月１日から施行する。 

附 則（令和２年規則第５号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行し、令和２年３月２日から適用する。 

附 則（令和３年規則第１７号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、別表陣屋放課後児童保

育室の項の改正規定は公布の日から、同表池田放課後児童保育室の項の改正規定

は同年３月２９日から施行する。 

附 則（令和３年規則第４１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年規則第１１号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、別表の改正規定は同年

３月２８日から施行する。 

別表（第２条関係） 

（平１２規則６・平１５規則１７・平１６規則２・平１６規則１３・平

１６規則２７・平２３規則７・平２５規則１・平２８規則６・平２９規

則１・平２９規則３９・令２規則５・令３規則１７・令４規則１１・一

部改正） 

名称 標準定員（人） 

大和田放課後児童保育室 １９６ 

西堀放課後児童保育室 ５２ 

片山放課後児童保育室 ７４ 

第四放課後児童保育室 ９６ 
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八石放課後児童保育室 ３６ 

東北放課後児童保育室 １１５ 

野火止放課後児童保育室 １１７ 

野寺放課後児童保育室 ９２ 

池田放課後児童保育室 ９６ 

新堀放課後児童保育室 １００ 

東野放課後児童保育室 １４４ 

石神放課後児童保育室 ８６ 

栄放課後児童保育室 ５３ 

新開放課後児童保育室 ７１ 

栗原放課後児童保育室 １２１ 

陣屋放課後児童保育室 ８７ 

新座放課後児童保育室 ６８ 

 


